
. 

 
  

 

 

 

 

 

三重県防災・減災対策アクションプラン 

（最終案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月 

三  重  県 
  



. 

 
  

目  次 

 

 

 

１ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１                        

（１）計画策定の趣旨 

（２）計画の位置づけ 

（３）計画期間 

（４）進捗管理 

 

２ 検証と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（１）対策上想定すべき事象 

ア）南海トラフ地震 

イ）内陸直下型地震 

ウ）風水害 

エ）国民保護事案 

（２）これまでの取組をふまえた今後の課題 

ア）災害対応力のさらなる強化 

イ）防災意識の醸成と避難体制の整備 

ウ）避難環境の整備 

エ）新型コロナウイルス感染症への対応 

オ）人口減少・高齢化への対応 

カ）国民保護 

 

３ 今後の取組方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１）災害即応体制の充実・強化 

（２）災害保健医療体制の整備 

（３）確実に避難することができる体制の整備 

（４）安全・安心な避難環境の整備 

（５）命を守るための意識の醸成と地域の防災活動の活性化 

 

４ 施策体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

５ 施策の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 取組方向１ 災害即応体制の充実・強化 ・・・・・・・・・・・・・・・７ 

１－１ 災害対策本部機能の強化 

１－２ 職員の災害対応能力の向上 

 



. 

 
  

 取組方向２ 災害保健医療体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

２－１ 保健医療活動を支える人材育成の推進 

２－２ 医療体制の継続性の確保 

 

 取組方向３ 確実に避難することができる体制の整備・・・・・・・・・・15 

３－１ 避難施設の整備促進 

３－２ 津波避難の実効性を確保する仕組みの構築 

３－３ 避難に必要な防災情報の提供 

 

 取組方向４ 安全・安心な避難環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・21 

４－１ 避難所の運営体制の整備と被災者に対する健康支援 

４－２ 避難所における避難者へのきめ細かな支援 

４－３ 物資の受入・供給体制の整備 

４－４ 多様な支援主体を受け入れる体制整備 

 

 取組方向５ 命を守るための意識の醸成と地域の防災活動の活性化・・・・29 

５－１ 命を守るための意識の醸成 

５－２ 防災教育の推進 

５－３ 地域の防災人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

1 
 

１ はじめに  

（１）計画策定の趣旨 

今後 30 年以内に 70～80％の確率で発生し、県内で甚大な被害が予想され

る南海トラフ地震をはじめとした大規模地震や、激甚化・頻発化する風水害、

武力攻撃等の国民保護事案など、県民の命を脅かす災害等はいつ発生しても

おかしくない状況にあります。 

こうした中、大規模災害の発生に備え、県民の命を守ることを第一としな

がら、国や市町、防災関係機関と連携して迅速・的確な対応を実施するため

の取組や、個々の市町のニーズや状況に合わせた支援を重点的に進めていく

ことが必要となっています。また、このような取組を進めるにあたっては、

行政だけでなく、地域住民の参画を得ることが不可欠です。 

県ではこれまで、防災・減災対策の方向性と道筋を示した「三重県防災・

減災対策行動計画」に基づき防災・減災対策に取り組んできました。これま

で進めてきた防災・減災対策を基礎としながら、災害等から県民の命を守る

ために特に注力すべき自助・共助・公助による防災・減災や国民保護の取組

について、計画期間内で何をめざし、そのために何をすべきか、到達目標の

実現に向けて毎年度取り組むべきアクションを明確化することで、「命に直

結する取組」を着実に進めるため、「三重県防災・減災対策アクションプラ

ン」を新たに策定します。 

 

（２）計画の位置づけ 

「三重県防災対策推進条例」第 10 条第２項に基づき、「三重県地域防災計

画」に定められた防災対策を実行するための事業計画です。 

また、本県の中期の戦略計画である「みえ元気プラン」に掲げた防災・減

災施策の実施に向けた具体的な取組内容を示すものです。 

 

（３）計画期間 

令和５（2023）年度から令和８（2026）年度までの４年間 

 

（４）進捗管理 

   毎年度の進捗状況を公表するとともに、社会情勢の変化など、必要に応じ

て各取組の見直し等を行い、施策の着実な推進を図ります。 
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２ 検証と課題 

（１）対策上想定すべき事象 

アクションプランにおいて想定している事象は以下のとおりです。これら

が複合的に発生する場合や、災害と感染症に同時に対応する場合等について

も想定しておく必要があります。 

  ア）南海トラフ地震 

南海トラフ地震は今後 30 年以内に 70～80％の確率で発生が予想される

など、年々切迫性が高まっている状況です。 

本県が平成 25 年度に公表した被害想定によると、県内のほぼ全域で震

度６弱以上、特に南部の大半と伊勢湾沿岸部では震度６強、伊勢志摩地域

の沿岸部を中心に震度７が想定され、津波による甚大な人的被害が発生す

る可能性があります。 

    〇南海トラフ地震被害想定（理論上最大） 

死 者：約 53,000 人、うち津波による死者は約 42,000 人 

負傷者：約 62,000 人、うち重傷者は約 18,000 人 

避難者：発災後 1 か月後には県全体で約 973,000 人 

  イ）内陸直下型地震 

 本県において、大規模な内陸直下型地震を引き起こす可能性のある活断

層は「養老－桑名－四日市断層帯」、「布引山地東縁断層帯（東部）」、「頓宮

断層」の３つが確認されており、本県が平成 25 年度に公表した被害想定

によると、県内各地域で甚大な被害が発生する可能性があります。 

    ○養老－桑名－四日市断層帯地震被害想定 

北勢地域の大半で震度６強以上、断層近傍では震度７が想定されてい

ます。 

死 者：約 6,000 人、うち約 5,900 人が北勢地域と想定 

負傷者：約 34,000 人 

    ○布引山地東縁断層帯（東部）地震被害想定 

北勢地域から中勢地域にかけての伊勢湾沿岸部を中心とした地域に

おいて震度６強以上、断層近傍では震度 7が想定されています。  

死 者：約 4,100 人 

負傷者：約 29,000 人 

    ○頓宮断層地震被害想定 

伊賀地域を中心とした地域で震度６弱以上、断層近傍では震度６強以

上が想定されています。 

死 者：約 200 人 

負傷者：約 3,100 人 
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ウ）風水害 

気候変動により、強い勢力を維持したまま接近する台風や、１時間降水

量 80 ミリ以上の雨（猛烈な雨）の年間観測回数が増加傾向にあるなど、

風水害の激甚化・頻発化の傾向は顕著なものとなっています。 

本県においても、令和３年度における１時間降水量 50 ミリ以上の雨（い

わゆる「非常に激しい雨」）の発生回数は 17 回、同 80 ミリ以上の雨の発

生回数は３回と、災害が発生する危険性のある大雨の発生回数が増加傾向

にあります。 

  エ）国民保護事案 

県内には、石油コンビナート、ダム、大規模集客施設、自衛隊施設等が

複数存在し、これら施設に対する武力攻撃やテロが万一行われた場合、重

大な事態となり、県民の生命、身体及び財産に大きな影響がおよぶおそれ

があります。 

 

（２）これまでの取組をふまえた今後の課題 

「三重県防災・減災対策行動計画」に基づき、これまで本県が進めてきた

防災・減災の取組を総括し、次のとおり課題を整理しました。 

  ア）災害対応力のさらなる強化 

毎年度、総合図上訓練や総合防災訓練（実動訓練）を実施し、情報収集

力の向上や分析・対策立案力の向上、防災関係機関との連携強化に取り組

んできました。その結果、訓練等により県の災害対応力は着実に向上して

いるものの、職員個人や災害対策本部における役割の習熟度にばらつきが

見られるため、引き続き災害対応力の強化を進める必要があります。 

また、災害時の保健医療体制や市町支援体制についてもさらに強化して

いく必要があります。 

  イ）防災意識の醸成と避難体制の整備 

県民の防災意識の醸成と地域防災力の向上を図るため、防災啓発活動に

取り組むとともに、市町によるハザードマップの作成や地域による地区防

災計画の策定の支援など、避難体制の整備を進めてきました。 

しかし、その実効性の検証や、避難時に犠牲となることが多い高齢者や

障がい者など避難行動要支援者への対策については、さらに取組を進める

必要があります。 

  ウ）避難環境の整備 

安全・安心な避難環境を整備するため、避難所運営マニュアルの作成や

必要な資機材の整備など、市町による避難所の運営・環境整備への支援等

に取り組んできました。今後も、県民が安心して躊躇なく避難し、安全に

避難生活を送ることができる環境づくりに引き続き取り組んでいく必要

があります。 
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  エ）新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症の影響により、避難所における感染症対策に

取り組んできましたが、一方で、地域の防災訓練が中止や縮小されるなど、

県民が地域の防災活動に参加しにくい状況です。今後は、こうした新たな

課題に対応した手法を取り入れつつ、防災啓発や地域の防災活動の支援に

取り組んでいく必要があります。 

  オ）人口減少・高齢化への対応 

人口減少・高齢化の進展に伴い、地域の防災活動を担う人材が年々不足

することが懸念されるとともに、災害時の避難行動に支援を要する人が今

後も増加することが予想されるため、自主防災組織や消防団等の担い手確

保に一層注力し、地域防災力の強化を進める必要があります。 

  カ）国民保護 

武力攻撃や大規模テロ等から県民の安全を確保し、被害を最小限に抑え

られるよう、避難施設の指定や訓練の実施等有事への備えを進める必要が

あります。 

 

３ 今後の取組方向 

課題に対応し、県民の命を守るために今後注力すべき防災・減災対策の取組

の方向性を次の５つに整理しました。 

  

（１）災害即応体制の充実・強化 

災害発生時において、県民の命を守るための救助・救急活動をはじめとす

る災害対応を円滑に実施するためには、初動対応が最も重要となります。そ

のため、引き続き発災直後に力点を置いた災害対策本部機能の強化を図ると

ともに、災害対策本部を運営する職員の能力向上について特に注力します。 

 

（２）災害保健医療体制の整備 

大規模災害発生時は、医療機関自体も被災する可能性がある中、多くの傷

病者に対して迅速かつ的確に保健医療サービスを提供する必要があります。

そのため、災害時の保健医療体制の強化に取り組むとともに、特に保健医療

活動を支える人材の育成とスキルアップに注力します。 

 

（３）確実に避難することができる体制の整備 

県民が安全な場所に迅速に避難し、災害等から命を守ることができるよう、

必要な避難場所を確保し、さまざまな状況においても確実な避難につながる

取組を進めます。あわせて、避難に関する情報を県民が迅速かつ的確に入手

できるよう、デジタル技術を活用した情報発信の強化に注力します。 
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（４）安全・安心な避難環境の整備 

避難生活における災害関連死を防ぐとともに、良好な避難生活環境を確保

するための施設整備や、それぞれの被災者に応じたきめ細かな保健指導や栄

養指導等を実施できる体制整備に注力します。 

 

（５）命を守るための意識の醸成と地域の防災活動の活性化 

自らの命を守る「自助」の意識の醸成につながる手法や仕組みを検討す

るとともに、学校における防災教育の推進に注力します。 

また、自主防災組織や消防団等が主体となる地域の防災活動の活性化を

図るため、地域の防災活動を担う人材の育成・確保に一層注力します。 

 

 

４ 施策体系 

５つの取組方向に基づき、アクションプランの計画期間において特に注力し

ていく施策は以下のとおりです。  

 

＜三重県防災・減災対策アクションプランの施策体系＞ 

取組方向 施策 

１ 災害即応体制の充実・強化 １－１ 災害対策本部機能の強化 

１－２ 職員の災害対応能力の向上  

２ 災害保健医療体制の整備 ２－１ 保健医療活動を支える人材育成の推進 

２－２ 医療体制の継続性の確保 

３ 確実に避難することができ  

る体制の整備 

３－１ 避難施設の整備促進 

３－２ 津波避難の実効性を確保する仕組みの構築 

３－３ 避難に必要な防災情報の提供 

４ 安全・安心な避難環境の整備 ４－１ 避難所の運営体制の整備と被災者に対する

健康支援 

４－２ 避難所における避難者へのきめ細かな支援 

４－３ 物資の受入・供給体制の整備 

４－４ 多様な支援主体を受け入れる体制整備 

５ 命を守るための意識の醸成と 

  地域の防災活動の活性化 

５－１ 命を守るための意識の醸成 

５－２ 防災教育の推進 

５－３ 地域の防災人材の育成 
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５ 施策の内容 

施策体系に基づき、個々の施策について次のとおり整理して記載しています。 

 

 

 

施策〇－〇 〇〇〇〇 

※ 取組方向ごとに施策番号を設定して整理しています。 

   

 

 

 

【現状と課題】 

※ この施策における令和４年度現在の状況と課題について整理しています。 

 

【特に注力する取組】 

※ 現状と課題をふまえ、めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標）を実現す

るために、このアクションプランの計画期間において特に注力する取組につ

いて記載しています。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

〇〇〇〇〇〇 

 

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 

 

※ 【特に注力する取組】を着実に進めていくにあたって、その進捗を表す代表

的な取組事項（アクション）を年度ごとに記載しています。 

※ 「年度ごとのアクション」には、マニュアル作成や制度構築等の各年度の成

果のほか、成果指標となる対象を年度ごとの進捗がわかる形で記載していま

す（〇〇回・〇〇件・〇〇名 等）。 

なお、複数年をかけて実施する取組や、毎年度継続して実施することを目標

とする場合は、複数年を一括して記載しています。 

 

 

 

 

 

取組方向〇  〇〇〇 

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

※ この施策において、令和８年度末に到達すべき目標を記載しています。 
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施策１－１ 災害対策本部機能の強化 

 

   

 

 

【現状と課題】 

〇 大規模災害発生時等において、甚大な人的被害に対し救助・救急活動を迅速

かつ的確に実施するためには、初動対応が非常に重要であることから、三重県

災害対策本部（本庁）及び地方災害対策部（地域庁舎）に必要な人員体制を迅

速に構築する必要があります。 

〇 このため、県では、令和４年８月に「南海トラフ地震をはじめとする大規模

地震の初動対応レビュー」として、過去の災害から得られた教訓や近年の社会

情勢の変化をふまえ、大規模地震発生時における初動対応について検証を実

施し、「一人の職員が複数の業務を担うことで、災害対応が滞る可能性がある

ため、各職員が一つの業務に専念できる体制で確実に災害対応を行う」ことを

原則として整理したところです。 

〇 今後は、この検証結果をふまえ、県各所属において災害時に優先的に実施す

る業務についても整理するとともに、特に平時の人員体制では対応できない

大規模災害時等において、円滑に人的資源を確保し、災害対策本部を迅速に構

築する仕組みを整えます。 

〇 また、災害対応の最前線となる市町の災害対策本部機能の強化を支援する

とともに、引き続き国や防災関係機関等との連携強化を図ることで、災害対応

の総合力を向上させる体制整備を進めます。 

 

【特に注力する取組】 

〇 災害対策本部初動体制の強化 

大規模災害発生時の三重県災害対策本部（本庁）及び地方災害対策部（地域

庁舎）における災害対応業務について、特に初動に必要な組織体制の検証と見

直しを行い、新たな体制に基づき訓練を重ねることで、災害対応の実効性向上

を図ります。 

この体制見直しをふまえ、県組織の全ての所属において、災害時に優先的に

実施する非常時優先業務（※１）と、それを実行するために必要な組織体制を

整理し、大規模災害時において人的資源を確保する仕組みを構築します。 

 

 

 

取組方向１ 災害即応体制の充実・強化 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

大規模災害発生時等の初動において、迅速かつ的確な災害対応が実施でき

るよう、県や市町の災害対策本部体制が一層強化されています。 
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〇 市町災害対策本部機能強化の支援 

災害発生時に第一線で対応を行う市町の災害対応力の一層の充実・強化を図

るため、市町による図上訓練の実施について、訓練内容の検討や企画・立案の

段階から、実際に訓練を実施する際の運営支援等、各市町のニーズや状況に合

わせた支援を行います。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

１－１－１ 

災害対策本部

初動体制の強

化 

県災害対策本

部における初

動の災害対応

に必要な組織

体制の検証及

び見直し 

地方災害対策

部における初

動の災害対応

に必要な組織

体制の検証及

び見直し 

  

１－１－２ 

市町災害対策

本部機能強化

の支援 

市町が実施す

る図上訓練に

対して、訓練内

容の検討や企

画・立案、訓練

の運営等、市町

ニーズや状況

に応じて必要

な支援を実施

（全ての市町

に実施） 

市町が実施す

る図上訓練に

対して、訓練内

容の検討や企

画・立案、訓練

の運営等、市町

ニーズや状況

に応じて必要

な支援を実施

（全ての市町

に実施） 

市町が実施す

る図上訓練に

対して、訓練内

容の検討や企

画・立案、訓練

の運営等、市町

ニーズや状況

に応じて必要

な支援を実施

（全ての市町

に実施） 

市町が実施す

る図上訓練に

対して、訓練内

容の検討や企

画・立案、訓練

の運営等、市町

ニーズや状況

に応じて必要

な支援を実施

（全ての市町

に実施） 

 

 

※１ 非常時優先業務 

大規模災害発生時等に優先的に実施しなければならない業務全般。災害対応業務に加え、平時に各所

属で実施している通常業務のうち、災害が起こっても中断することができない業務が含まれる。 
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施策１－２ 職員の災害対応能力の向上 

 

   

 

 

 

【現状と課題】 

〇 大規模災害発生時等において、災害対策本部において中核となる、具体的な

指示を出す職員及びそれを補佐する職員は、防災に関する専門的な知識や経

験を有していることが求められます。 

〇 また、全ての県職員は、三重県災害対策本部の一員として、災害時における

自らの所属の役割を理解したうえで、業務が集中する部門・部署への応援に入

るなど、限られた人的資源の中で組織一丸となって対応するため、職階に応じ

た役割を意識した人材育成を実施する必要があります。 

〇 本県では令和元年度に「三重県防災人材育成指針」を策定し、令和２年度か

ら、全ての職員を対象として、災害対策本部における業務遂行上の役割に応じ

た訓練・研修や、新規採用職員から部局長まで、各階層別の防災研修を実施す

るなど、職員の人材育成を進めています。 

〇 今後は、災害対応をより迅速かつ的確に実施することに重点を置き、災害対

策本部の中核となる職員や、緊急派遣チーム（※１）のように災害対応の初動

において重要な役割を担う職員に対して、専門的な研修や訓練に注力するこ

とで、特に初動における災害対策本部機能を強化していく必要があります。  

〇 また、武力攻撃等の国民保護事案にも対応できるよう、こうした事案に特化

した訓練を実施することで、職員の対応力を向上させていく必要があります。 

 

【特に注力する取組】 

〇 災害対策本部の中核となる職員の育成 

令和５年度に実施する災害対応業務体制の見直しをふまえ、大規模災害発生

時等に災害対策本部で中核となって活動する職員を対象として、防災に関する

より専門的な研修や、人命救助に特化した部隊別の訓練を通じて、迅速かつ的

確に災害対応を実施できる人材の育成を進めます。 

〇 役割に応じた対応能力の強化 

・ 災害発生時等において、市町から被害状況や支援要請などの情報収集を主

な役割とする緊急派遣チームの要員を事前に指定し、指定された職員を実際

に市町に派遣する訓練を実施することで、市町支援の専門性向上を図ります。 

・ 武力攻撃や大規模テロ等の有事の際に的確な対応が行えるよう、有事にお

いて想定される重要場面に焦点を当てて、対処すべき事項等を中心に検討す

る訓練（討議型図上訓練）と、発災からの一連の状況を県と市町等が演練す

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 大規模災害発生時等において、災害対策本部の中核となって活動する職員

等、初動の災害対応において重要な役割を担う職員が育成され、災害対応を

迅速かつ的確に実施する体制が整っています。 
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る訓練（ロールプレイング方式の図上訓練）を、国と連携しながら毎年度交

互に実施することにより、県及び市町対策本部の対応能力の向上や関係機関

との連携強化に取り組みます。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

１－２－１ 

災害対策本部

の中核となる

職員の育成 

災害対策本部の

中核となる職員

を育成する仕組

みの構築 

災害対策本部の

中核となる職員

に対する専門的

な研修の実施 

（育成人数30人） 

災害対策本部の

中核となる職員

に対する専門的

な研修の実施 

（育成人数 45 

人（累計）） 

災害対策本部の

中核となる職員

に対する専門的

な研修の実施 

（育成人数 60 

人（累計）） 

人命救助に特化

した図上訓練を

実施し、中核と

なる職員を育成

（総括部隊にお

いて実施） 

人命救助に特化

した図上訓練を

実施し、中核と

なる職員を育成 

（総括部隊・社

会基盤対策部

隊・保健医療部

隊において実

施） 

人命救助に特化

した図上訓練を

実施し、中核と

なる職員を育成 

（総括部隊・社

会基盤対策部

隊・保健医療部

隊において実

施） 

１－２－２ 

役割に応じた

対応能力の強

化 

全ての緊急派遣

チーム要員に対

して、市町派遣

研修・訓練を実

施 

全ての緊急派遣

チーム要員に対

して、市町派遣

研修・訓練を実

施 

全ての緊急派遣

チーム要員に対

して、市町派遣

研修・訓練を実

施 

全ての緊急派遣

チーム要員に対

して、市町派遣

研修・訓練を実

施 

全ての市町が参

加する国民保護

訓練（討議型図

上訓練）を実施 

国民保護訓練

（ロールプレイ

ング方式の図上

訓練）を、実施

実績のない市町

と共同で実施                                                 

全ての市町が参

加する国民保護

訓練（討議型図

上訓練）を実施 

国民保護訓練

（ロールプレイ

ング方式の図上

訓練）を、実施

実績のない市町

と共同で実施                                                          

 

 
※１ 緊急派遣チーム 

県内で地震、風水害等災害が発生するおそれがある場合、または発生した場合に当該市町へ派遣され、

情報収集や必要な支援の調査等、県との総合調整を主な役割として活動する。 
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施策２－１ 保健医療活動を支える人材育成の推進 

 

 

 

 

【現状と課題】 

〇 災害発生時においても適切な医療が提供できるよう、医療機関に対する施

設・設備の整備に係る支援を行うとともに、国や県が主催する研修等を通じて

保健医療活動を支える人材の育成・スキルアップなどに取り組んでいます。 

〇 引き続き南海トラフ地震や台風等による大規模災害の発生を想定し、災害

発災時における保健医療提供体制の充実・強化に取り組む必要があるため、計

画的、継続的な人材育成・スキルアップが必要です。 

 

【特に注力する取組】 

〇 県内ＤＭＡＴチームの養成 

・ 国が実施するＤＭＡＴ（※１）、ＤＰＡＴ（※２）、ＤＨＥＡＴ（※３）、災

害時小児周産期リエゾンの養成研修等を活用した人材育成に加えて、急性

期の災害医療体制を強化するため、新たに本県独自で県内での災害医療活

動に特化した「三重ローカルＤＭＡＴ」の養成に取り組み、本県で活動で

きるＤＭＡＴチーム数の増加を図ります（令和４年度末時点の県内のＤＭ

ＡＴチーム数：29 隊）。 

・ 災害医療コーディネーター（※４）や災害看護研修等の実施、国や県が主

催する訓練への参加を通じて災害拠点病院（※５）をはじめとする医療機関

等とのネットワーク構築等、災害時の保健医療活動を支える人材の育成・

スキルアップに取り組みます。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

２－１－１ 

県内ＤＭＡＴ

チームの養成 

県内ＤＭＡＴ

チーム数（34

隊） 

県内ＤＭＡＴ

チーム数（39

隊） 

県内ＤＭＡＴ

チーム数（45

隊） 

県内ＤＭＡＴ

チーム数（51

隊） 

 

 

 

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

災害時における保健医療活動を支える人材の育成やスキルアップが進んでいま

す。 

取組方向２ 災害保健医療体制の整備 
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※１ ＤＭＡＴ 

  災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance Team）の略。災害急性期に活動できる機動性を

持ったトレーニングを受けた医療チームのこと。 

※２ ＤＰＡＴ 

災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team）の略。大規模災害等の後に被災

者及び支援者に対して「精神科医療及び精神保健活動の支援」を行うための精神科医、看護師等で構成

された専門的なチームのこと。 

※３ ＤＨＥＡＴ 

災害時健康危機管理支援チーム（Disaster Health Emergency Assistance Team）の略。災害が発生し

た際に、被災都道府県の保健医療調整本部及び被災都道府県等の保健所が行う、被災地方公共団体の保

健医療行政の指揮調整機能等を応援するため、専門的な研修・訓練を受けた都道府県等の職員により構

成する応援派遣チームのこと。 

※４ 災害医療コーディネーター 

保健医療調整本部及び保健所において、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣

調整等に係る助言及び支援を行うことを目的として、都道府県により任命された者。 

※５ 災害拠点病院 

災害時に医療救護活動の中心となる病院で、都道府県に指定された病院。 
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施策２－２ 医療体制の継続性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

〇 災害時においても必要な医療を提供できるよう、県内全ての地域でＢＣＰ

（業務継続計画）整備に係る地域別研修会を実施しており、令和４年９月末現

在、県内 93 病院のうち全ての災害拠点病院を含む 62 病院（約 67％）で病院

ＢＣＰが整備済みとなっています。 

〇 引き続き、県内の全ての病院で病院ＢＣＰの整備促進と定着化を図る必要

があります。あわせて整備した病院ＢＣＰのブラッシュアップを定期的に行

うような啓発が必要です。 

   

【特に注力する取組】 

〇 病院ＢＣＰの整備支援 

全ての病院で病院ＢＣＰの整備ができるよう、研修会を通して病院ＢＣＰ整

備の働きかけを行います。さらに、未整備の病院に対して、ＢＣＰの整備が困

難となっている理由や課題を聞き取りながら丁寧な支援に取り組み、病院ＢＣ

Ｐの作成状況をふまえて支援策等を整理するとともに、取組内容の検討を行い

ます。 

また、災害発生時に実効性のあるマニュアルとして活用できるよう、ＢＣＰ

整備済み病院へのフォローアップを実施します。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

２－２－１ 

病院ＢＣＰの

整備支援 

病院ＢＣＰ未

整備病院への

働きかけ 

病院ＢＣＰ作

成状況をふま

えた支援策等

の検討・対応 

病院ＢＣＰ作

成状況をふま

えた支援策等

の検討・対応 

病院ＢＣＰ作

成状況をふま

えた支援策等

の検討・対応 

整備済み病院

へのフォロー

アップ 

整備済み病院

へのフォロー

アップ 

整備済み病院

へのフォロー

アップ 

 

 

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

大規模地震災害が発生した際に、全ての病院が自院で整備した「ＢＣＰの考え方

に基づく病院災害対応マニュアル（以下「病院ＢＣＰ」という。）」に基づいて行動

し、速やかに医療提供体制の確保ができるような体制が整っています。 

また、整備した病院ＢＣＰのブラッシュアップが適宜実施され、病院ごとに常に

災害時に備えた適切な運用が行われています。 
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施策３－１ 避難施設の整備促進 

 

   

 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 県内各市町においては、地震や津波、洪水、土砂災害などの災害から住民

の命を守るため、各地区で発生が予想される災害の種類に応じて、避難施設

の整備・確保を進めており、特に津波避難施設については、国による財政支

援制度も活用しながら整備が進められています。 

〇 しかし、地震発生から浸水がはじまるまでに時間的余裕がない 11 市町（※１）

においては、財政的負担が大きいために十分に津波避難施設の整備が進んで

いないところもあります。こうした地域の方々が限られた時間内で確実に津

波から避難できるよう、市町による津波避難施設の一刻も早い整備を促進し

ていく必要があります。 

〇 武力攻撃等の有事に備えた緊急一時避難施設（※２）の指定について、市

町の協力を得ながら一定程度確保が進んでいますが、弾道ミサイル発射時に

は限られた時間で速やかに避難を行う必要があることから、より多くの施設

を緊急一時避難施設として指定できるよう、今後も引き続き取組を進めてい

く必要があります。 

 

【特に注力する取組】 

〇 津波避難施設や避難路等の整備の促進 

地震発生から短時間で津波等の浸水がはじまる地域が存在する 11 市町

における津波避難タワー等の津波避難施設や避難路、避難誘導サイン等の

整備を早期に進めるため、県による財政支援を実施します。 

〇 避難施設（国民保護）の指定の推進 

武力攻撃や大規模テロ等の有事の際に県民の命を守るため、市町と連携

して、県や市町が保有する公共施設を中心に調査を行い、緊急一時避難施

設の指定を進めます。 

  

 

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 大規模災害に際して避難を必要とする全ての人に対し、避難場所が確保さ

れています。 

 また、武力攻撃や大規模テロ等の有事の際に命を守るための避難施設の指

定が進んでいます。 

取組方向３ 確実に避難することができる体制の整備 
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 取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

３－１－１ 

津波避難施設

や避難路等の

整備の促進 

地震発生から短時間で津波等の浸水がはじまる地域（11 市町）への財

政支援 

３－１－２ 

避難施設（国民

保護）の指定の

推進 

緊急一時避難施

設として指定可

能な公共施設の

調査及び指定 
（県有施設の調

査を完了） 

緊急一時避難施

設として指定可

能な公共施設の

調査及び指定 
（県有施設の指

定を完了） 

緊急一時避難施

設として指定可

能な公共施設の

調査及び指定 
（市町有施設の

調査を完了） 

緊急一時避難施

設として指定可

能な公共施設の

調査及び指定 
（市町有施設の

指定を完了） 

緊急一時避難施設としての指定に向けて、民間施設への働きかけを実

施 

 

 

※１ 地震発生から浸水がはじまるまでに時間的余裕がない 11 市町 

理論上最大の南海トラフ地震が発生した場合、概ね 15 分以内に 30 ㎝の津波等の浸水がはじまると予

測される地域が存在する 11 市町（木曽岬町、桑名市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町、大紀町、尾鷲市、 

紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町） 

※２ 緊急一時避難施設 

爆風等からの直接の被害を軽減するため、一時的な避難に活用可能なコンクリート造り等の堅ろうな

建築物や地下施設について、県が指定する。 
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施策３－２ 津波避難の実効性を確保する仕組みの構築 

   

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

〇 本県では平成 26 年に南海トラフ地震による被害想定を公表するとともに、

市町における津波ハザードマップの作成・周知と合わせ、個人や地域の避難

計画作成を支援するツール「Ｍｙまっぷラン」等も活用しながら、津波浸水

区域内の住民が津波から適切に避難するための取組への支援を行ってきまし

た。 

〇 「令和４年度防災に関する県民意識調査」では約９割の方が災害から避難

すべき場所を認知するに至っていますが、その一方で、夜間など避難が困難

な状況における避難について、約４割の方が「自信がない」、約２割の方が「考

えたことがない」と回答しています。こうした中、これまでの避難方法等の

検証を実施し、地域や住民のおかれた状況に応じて、避難が必要な全ての人

がより確実に避難できる対策を検討し、進めていく必要があります。 

○ 全国有数の観光県である本県において大規模地震が発生した場合、旅行先

の土地鑑や災害経験を持たない観光旅行者の被災に加え、道路や鉄道の途絶

等による多数の帰宅困難者の発生が想定されます。 

〇 これをふまえ、県では、県内の観光事業者・関係団体が観光地の防災対策に

主体的に取り組むことができるよう、防災面での知識習得のための研修会の

開催のほか、津波からの避難誘導など観光旅行者の安全・安心を確保するため

の課題検討の場づくりに取り組んできました。 

○ 大規模地震が発生した際、観光旅行者が津波から適切に避難できるよう、引

き続き、有事における観光関係者の現場対応力を高めていくことが必要です。 

 

【特に注力する取組】 

〇 津波避難の実効性の検証と対策の推進 

避難が必要な一人ひとりの津波避難の実効性をより高めていけるよう、市

町が取り組んでいる個別避難計画や地区防災計画の作成支援に加え、地域の

特性に応じた最適な避難場所や避難が困難な状況における避難の方法、津波

避難タワーへの避難後に周囲が浸水して取り残された場合等への対策など、

津波避難の検証を行い、課題解決に向けた取組への支援を行います。  

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 大規模地震発生に伴う津波に対して速やかに避難行動を取ることができる

よう、避難が必要な全ての人が避難場所や避難経路を把握し、避難対策の実

効性が確保されています。 

 また、各地域の特性に応じた避難方法等の検討が行われ、地域の「共助」

により、避難対策の実効性の向上が図られています。 
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〇 観光防災の推進 

県内の観光事業者や観光関係団体が、津波発生時に起こりうる事態を具体的

に想定しながら、観光旅行者の安全を確保できるよう、従来から実施している

研修会に加え、新たに先進的な取組事例を調査し、得られた知見をふまえ、観

光関係者向けの観光防災マニュアルを作成します。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

３－２－１ 

津波避難の実

効性の検証と

対策の推進 

各地域での避難

方法等の検証に

活用できるツー

ルの作成 

避難方法等の

検証と課題解

決に向けた取

組への支援の

実施 

（７市町で実

施） 

避難方法等の

検証と課題解

決に向けた取

組への支援の

実施 

（12 市町（累

計）で実施） 

避難方法等の

検証と課題解

決に向けた取

組への支援の

実施 

（19 市町（累

計）で実施）                                                            

３－２－２ 

観光防災の推

進 

先進事例の調査

と関係者への共

有（２件） 

先進事例の調

査と関係者へ

の共有（５件

（累計）） 

観光防災マニ

ュアルの作成

に向けた情報

収集 

観光防災マニ

ュアルの作成 

 

 

※１ 個別避難計画 

災害対策基本法第 49 条の 14 に基づき、市町が作成に努める、高齢者や障がい者等の自ら避難するこ

とが困難な避難行動要支援者ごとに、避難支援等を実施するための方法を定めた計画。 

※２ 地区防災計画 

  市町内の一定の地区の居住者及び事業者が共同して行う当該地区における自発的な防災活動に関する

計画。 
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施策３－３ 避難に必要な防災情報の提供 

 

 

   

 

【現状と課題】 

〇 災害時の県民の適切な避難行動を促進するとともに、県民の防災意識の向

上を図るため、気象や災害に関する防災情報を「防災みえ.jp」ホームページ

や SNS（Twitter、LINE）、メール等により提供しています。 

○ 災害時に避難を必要とする全ての人が、気象情報や近くにある避難場所な

ど、必要な情報を的確に入手し、適切な避難行動をとることができるよう、迅

速にわかりやすく防災情報を提供していくとともに、気象情報に関する制度

改正に適宜対応していく必要があります。 

 また、「令和４年度防災に関する県民意識調査」では、気象・災害情報を入

手したい情報源として、約４割の方が「防災みえメール配信サービス」を、約

３割の方が「防災みえ.jp」ホームページを挙げていることから、今後、「防災

みえ.jp」の利便性をより一層向上させていく必要があります。 

 

【特に注力する取組】 

〇 防災情報プラットフォームの強化 

避難行動を行うために必要な防災情報をよりわかりやすく、正確に、確実

に提供するため、情報発信ツールや提供する防災情報の内容についてあらゆ

る観点から検証を行い、「防災みえ.jp」ホームページについて見やすくかつ

求める情報を迅速に探すことができるようにする改善や SNS を活用した情報

発信等の改善を図るとともに、線状降水帯情報などの新たな防災情報や制度

改正に適切に対応するなど、防災情報プラットフォーム（防災情報の収集や

提供を行う仕組み）の強化に取り組みます。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

３－３－１ 

防災情報プラ

ットフォーム

の強化 

情報発信ツール

（ 防 災 み え .jp

等）や提供する

防災情報の内容

の検証 

情報発信に係

る新しい仕組

みに係る仕様

の作成 

情報発信に係

る新しい仕組

みの構築 

情報発信に係る

新しい仕組みの

構築及び運用 

 

 

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

災害時に避難を必要とする全ての人に対し、適切な避難行動を行うための

防災情報が確実に提供できる体制が整っています。 
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施策４－１ 避難所の運営体制の整備と被災者に対する健康支援 

 

 

   

 

 

 

 

【現状と課題】 

〇 避難所で起こりうる課題を可能な限り回避し、災害関連死が発生しないよ

う、東日本大震災や熊本地震などの大規模災害で課題となった事項への対策

や避難所における新型コロナウイルス感染症対策も盛り込んだ「三重県避難

所運営マニュアル策定指針」を活用し、住民主体による避難所運営体制の構築

を支援しています。また、令和３年度からは、この策定指針に基づく避難所運

営の実効性について検証するために「避難所アセスメント」を実施し、各市町

の避難所の運営方法の改善を支援しています。 

〇 「令和４年度防災に関する県民意識調査」では、地震や風水害で避難しよう

と思わない理由として「避難所生活が不便・不自由だから」と答えた方が約３

割にのぼっていることから、避難所内でのプライベートな空間の確保や空調・

換気対策、災害による停電や断水が発生した場合の備えなど、県民が安心して

避難できる避難所の生活環境の改善に引き続き取り組んでいく必要がありま

す。 

〇 また、避難所等においては、被災者の健康の維持、二次健康被害や災害関連

死の防止を図るため、迅速かつ的確な対応が求められることから、「三重県災

害時保健師活動マニュアル」を活用した研修や訓練、「三重県災害時栄養・食

生活支援活動ガイドライン第二版」の周知・啓発のための研修の実施、地域の

状況に応じた地域版マニュアル作成の支援など、被災者のニーズ等に的確に

対応した保健活動が行えるよう、保健所と市町が連携した取組を実施してい

ます。 

〇 引き続き、災害時保健師活動マニュアル等を活用した研修や訓練を実施す

ることにより保健師・栄養士等のスキルアップを図るとともに、保健所と市町

が連携し、災害時の保健活動の体制を強化する必要があります。 

 

 

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 災害関連死を防止するため、避難所における停電対策や断水対策等の環境改

善が図られるとともに、住民主体による避難所運営体制が確立されています。 

 また、避難所等における被災者の健康の維持、二次健康被害や災害関連死

の防止を図るため、被災者のニーズに応じた保健活動（保健指導及び栄養指

導等）ができる体制が整っています。 

取組方向４ 安全・安心な避難環境の整備 
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【特に注力する取組】 

〇 避難所運営体制の構築支援と避難所の環境改善 

各市町で実施した「避難所アセスメント」で得られた知見について、地域

住民が活用しやすいように「三重県避難所運営マニュアル策定指針」に新た

に盛り込み、自主防災組織等が行う避難所運営訓練や避難所運営マニュアル

作成ワークショップ等での活用を通して、住民主体による避難所運営体制の

構築に向けた支援を行っていきます。また、停電対策や断水対策など、避難

所の環境改善として市町が実施する資機材等の整備に対し、地域減災力強化

推進補助金を活用して支援を行います。 

〇 避難所等における保健・衛生活動体制の整備 

被災者のニーズ等に的確に対応した保健活動が行えるよう、「三重県災害時

保健師活動マニュアル」等を活用した研修や訓練を実施するとともに、保健

所とその管内市町において保健活動に係る会議等を開催し、組織体制や活動

体制についての確認や検討を進め、災害時の保健活動の体制強化に取り組み

ます。 

    

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

４－１－１ 

避難所運営体

制の構築支援

と避難所の環

境改善 

全市町における

避難所アセスメ

ントの完了 

避難所アセスメ

ント結果をふま

えた「避難所運

営マニュアル策

定指針」の見直

し・市町での活

用促進 

  

４－１－２ 

避難所等にお

ける保健・衛生

活動体制の整

備 

保健所と市町の

保健活動に係る

会議等の開催 

（保健所２か所 

以上で開催） 

保健所と市町

の保健活動に

係る会議等の

開催 

（保健所４か

所以上で開催）                                                            

保健所と市町

の保健活動に

係る会議等の

開催 

（保健所６か

所以上で開催） 

全ての保健所

と市町におい

て開催 
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施策４－２ 避難所における避難者へのきめ細かな支援 
 

 

   

 

 

 

 

【現状と課題】 

〇 県では、女性や外国人、高齢者、障がい者、妊産婦と乳幼児、子どもなど多

様な避難者に配慮した避難所運営体制の確立を促進するため、市町や地域が

行う避難所運営訓練に防災技術指導員を派遣し、東日本大震災や熊本地震な

どの大規模災害で課題となった事項への対策等を盛り込んだ「三重県避難所

運営マニュアル策定指針」を活用しながら、要配慮者を含む避難者受入れの指

導などの支援を行っています。また、地域減災力強化推進補助金を活用した要

配慮者用の災害用トイレやプライベートルームなどの資機材整備に加え、民

間事業者等との協定による電源確保手段としての電気自動車の確保など、さ

まざまな支援に取り組んでいます。 

今後も引き続き、「三重県避難所運営マニュアル策定指針」を活用しながら、

市町や地域における多様な避難者に配慮した環境整備の取組を支援していく

必要があります。 

〇 県内の外国人住民数は 53,042 人（令和３年末）で、県内総人口の 2.97％を

占め、全国的にも高い割合となっているとともに、外国人住民の定住化や多国

籍化が進むことが予想される中、災害発生時における外国人避難者のサポー

ト体制の充実が求められています。こうした中、外国人避難者が災害情報等を

的確に入手し、不安なく避難生活を送ることができるよう、関係機関等とのネ

ットワーク強化や円滑な情報伝達に向けた取組などの外国人避難者支援のた

めの環境整備を引き続き進めていく必要があります。 

○ 大規模災害等の発生時に配慮が必要な避難者を支援するため、令和元年度

に創設した「三重県ＤＷＡＴ（※１）」が実際の災害対応において効果的に活動

できるよう、チーム員に対し実践的な研修を行うことで、三重県ＤＷＡＴの即

応性を強化する必要があります。 

また、配慮が必要な避難者が、安心して避難生活を送ることができる環境を

整えるため、福祉避難所の運営体制を整備する必要があります。 

 

 

 

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 災害発生時に、女性や外国人、高齢者、障がい者、妊産婦と乳幼児、子ど

もなど避難者の多様性に配慮した避難所運営体制が確立され、多様な避難者

を円滑に支援することができる体制が整備されています。 

また、避難所等で配慮が必要な避難者を支援する三重県ＤＷＡＴの即応体

制が整備されています。 
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【特に注力する取組】 

〇 避難所において配慮が必要な人へのきめ細かな支援 

・ 市町や地域が実施する避難所運営訓練や避難所運営マニュアル作成ワー

クショップ等に県防災技術指導員を派遣し、「三重県避難所運営マニュアル

策定指針」を活用した環境整備の取組への支援を行います。 

また、地域減災力強化推進補助金を活用して、避難者の多様性に配慮した

避難所運営に必要となる資機材等の整備を支援します。 

・ 災害発生時において外国人への支援を目的として設置する「みえ災害時多

言語支援センター」が効果的に機能し、多言語による情報伝達や外国人避難

者への対応を的確に行えるよう、各市町と連携した避難所における外国人避

難者の円滑な受入れに向けた訓練や、センターの立ち上げ時を想定した関係

機関相互の多言語情報提供に関する図上訓練を実施します。 

・ 三重県ＤＷＡＴが効果的に活動できるよう、三重県社会福祉協議会と協力

し、チーム員に対してＤＷＡＴ活動に係る実践的な研修を実施します。 

  また、福祉避難所を運営する施設職員や市町職員に対して、円滑な運営体

制を確保するために必要な能力向上を図るための研修を実施します。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

４－２－１ 

避難所におい

て配慮が必要

な人へのきめ

細かな支援 

市町と連携した

避難所における

外国人避難者の

受入訓練の実施 

（１市町で実施） 

市町と連携し

た避難所にお

ける外国人避

難者の受入訓

練の実施 

（２市町（累計）

で実施） 

市町と連携し

た避難所にお

ける外国人避

難者の受入訓

練の実施 

（３市町（累計）

で実施） 

市町と連携し

た避難所にお

ける外国人避

難者の受入訓

練の実施 

（４市町（累計）

で実施） 

ＤＷＡＴチーム

員に対し実践的

な研修を実施 

（年２回） 

ＤＷＡＴチー

ム員に対し実

践的な研修を

実施（年２回）                                                 

ＤＷＡＴチー

ム員に対し実

践的な研修を

実施（年２回） 

ＤＷＡＴチー

ム員に対し実

践的な研修を

実施（年２回） 

 

 

※１ ＤＷＡＴ 

災害派遣福祉チーム（Disaster Welfare Assistance Team）の略。災害時に避難所で生活する高齢者

や障がい者等の福祉ニーズに対応するため、福祉専門職等で構成されるチームのこと。 
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施策４－３ 物資の受入・供給体制の整備 

 

   

 

 

 

 

【現状と課題】 

〇 南海トラフ地震等の大規模地震発生時には、県と市町が発災初期において

生命維持や生活に必要な物資を確保する必要があるため、平成 28 年度に「三

重県備蓄・調達基本方針」を策定し、被災者の最低限の避難生活の維持や命を

つなぐために不可欠な 10 の重要品目（※１）について、物資の支援に係る民

間事業者との協定締結や、県物資拠点での備蓄を進めています。さらに、段ボ

ールベッド等、避難所の良好な生活環境を確保するために必要な物資につい

ても、民間事業者の協力を得ながら確保に取り組んでいます。 

〇 しかしながら、10 の重要品目のうち、食料、携帯・簡易トイレ、哺乳瓶の

３品目については、県が確保すべき備蓄目標量に達していないことから、流通

備蓄や計画的な現物備蓄により確保を進めていく必要があります。 

〇 また、被災地方公共団体のみでは、必要な物資量を迅速に調達することは困

難と想定されることから、大規模災害発生時に国や他都道府県からの応援を

円滑に受け入れるため、平成 29 年度に「三重県広域受援計画」を策定すると

ともに、同計画と連携した受援活動を円滑に実施するため、市町においても、

「市町受援計画」の策定を促進し、県と市町が一体となった物資の受援体制の

整備を進めています。 

○ 今後も引き続き、県災害対策本部（本庁）及び地方災害対策部（地域庁舎）

の体制の見直しをふまえながら、発災時に円滑に物資を受け入れることができ

るよう、策定した受援計画に基づいた訓練や、県及び市町職員の物資拠点運営

に関する知識・ノウハウの習得等を通じて計画の実効性を向上させていく必要

があります。 

 

【特に注力する取組】 

〇 備蓄物資の確保 

発災時に必要となる物資を確保できるよう、民間事業者との協定締結や計画

的な現物での備蓄を進め、目標に達していない食料、携帯・簡易トイレ、哺乳

瓶の確保に取り組みます（備蓄目標に対する令和５年３月時点の充足率：食料

65％、携帯・簡易トイレ 58％、哺乳瓶 31％）。 

〇 必要な支援物資の円滑な受入・供給体制の整備 

発災時において被災者に物資を円滑に供給することができるよう、令和５年

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 大規模災害に備え、被災者の命をつなぐために必要となる物資を確保する

とともに、全市町で物資調達にかかる受援計画が整備され、発災時に円滑に

物資を受け入れ、被災者まで確実に届けることができる体制が整っていま

す。 
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度及び令和６年度に実施する県災害対策本部（本庁）及び地方災害対策部（地

域庁舎）の体制の見直しをふまえ、県物資拠点において物資の受入・供給に関

する訓練を実施し、受援計画の実効性向上を図ります。また、県及び市町職員

を対象に民間の物流専門家を招いた研修会を開催し、拠点運営に関する基本的

な知識やノウハウの習得を図ります。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

４－３－１ 

備蓄物資の確

保 

食料の流通・現

物備蓄による

確保（県備蓄目

標量の 66％を確

保） 

食料の流通・現

物備蓄による

確保（県備蓄目

標量の 69％を確

保） 

食料の流通・現

物備蓄による

確保（県備蓄目

標量の 72％を確

保） 

食料の流通・現

物備蓄による

確保（県備蓄目

標量の 75％を確

保） 

携帯・簡易トイ

レの現物備蓄

による確保 

（県備蓄目標量

の 66％を確保） 

携帯・簡易トイ

レの現物備蓄

による確保 

（県備蓄目標量

の 69％を確保） 

携帯・簡易トイ

レの現物備蓄

による確保 

（県備蓄目標量

の 72％を確保） 

携帯・簡易トイ

レの現物備蓄

による確保 

（県備蓄目標量

の 75％を確保） 

哺乳瓶の現物

備蓄による確

保（県備蓄目標

量の 40％を確

保） 

哺乳瓶の現物

備蓄による確

保（県備蓄目標

量の 60％を確

保） 

哺乳瓶の現物

備蓄による確

保（県備蓄目標

量の 80％を確

保） 

哺乳瓶の現物

備蓄による確

保（県備蓄目標

量の 100％を確

保） 

４－３－２ 

必要な支援物

資の円滑な受

入・供給体制の

整備 

県災害対策本

部（本庁）にお

ける物資の受

入・供給体制の

見直し 

地方災害対策

部（地域庁舎）

における物資

の受入・供給体

制の見直し 

新たな体制に

基づく、県物資

拠点における

物資の受入れ・

供給に関する

訓練の実施 

（物資拠点３か

所で実施） 

新たな体制に

基づく、県物資

拠点における

物資の受入れ・

供給に関する

訓練の実施 

（物資拠点６

か所（累計）で

実施） 

民間の物流専

門家を招いた

拠点運営に関

する研修会の

開催 

（物資拠点２か

所で実施） 

民間の物流専

門家を招いた

拠点運営に関

する研修会の

開催 

（物資拠点４か

所 （ 累 計 ） で

実施） 

民間の物流専

門家を招いた

拠点運営に関

する研修会の

開催 

（物資拠点６か

所 （ 累 計 ） で

実施） 

民間の物流専

門家を招いた

拠点運営に関

する研修会の

開催 

（物資拠点８か

所 （ 累 計 ） で

実施） 

    

※１ 被災者の最低限の避難生活の維持や命をつなぐために不可欠な 10 の重要品目 

「三重県備蓄・調達基本方針」にて定める、食料、乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク、哺乳瓶、

毛布等、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、生理用品、携帯・簡易トイレ、トイレットペーパー、飲

料水の 10 品目。 
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施策４－４ 多様な支援主体を受け入れる体制整備 

 

 

   

 

 

 

【現状と課題】 

〇 被災地及び被災者の速やかな復旧と、抜け・漏れ・落ちのない支援を行う

ことを目的として、平成 29 年度には三重県広域受援計画において「ボランテ

ィアの受入れに関する計画」を、令和２年度には、コロナ禍での発災を想定

した市町社会福祉協議会及び市町が災害ボランティアの受援方針を検討する

ためのガイドライン（新型コロナウイルス感染症に配慮した三重県版災害ボ

ランティア受援ガイドライン）を策定しました。  

〇 近年、ＮＰＯ・ボランティア団体以外にも企業、士業、大学等の多様な主

体が被災者支援の担い手として専門的な知見を活かした活動を行っていま

す。こうした中、これら多様な主体が災害発生時に協働して支援活動を実施

できるよう、各支援主体間の情報共有や連携・調整を行う三重県域協働プラ

ットフォームの運営を担う「みえ災害ボランティア支援センター（ＭＶＳＣ）」

の体制強化に取り組んでいく必要があります。 

 

【特に注力する取組】 

○ みえ災害ボランティア支援センター（ＭＶＳＣ）のコーディネート機能の強化 

本県での大規模災害発生時、ＭＶＳＣのもとで、県内外からの被災者支援

の担い手を円滑に受け入れ、迅速かつ効果的な支援の実施につなげていける

よう、災害時における支援主体との連携・調整等を想定した防災訓練や研修

会を通じたＭＶＳＣと各支援主体との連携・つながりの強化、各支援主体が

交流したり活動状況を共有できる機会の構築などＭＶＳＣのコーディネー

ト機能の強化に取り組みます。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

４－４－１ 

みえ災害ボラ

ンティア支援

センター（Ｍ

ＶＳＣ）のコ

ーディネート

機能の強化 

ＭＶＳＣと支援

主体が連携した

防災訓練の実施 

（２団体と連

携） 

ＭＶＳＣと支

援主体が連携

した防災訓練

の実施  

（４団体（累計）

と連携）                                                             

ＭＶＳＣと支

援主体が連携

した防災訓練

の実施 

（６団体（累計）

と連携） 

ＭＶＳＣと支

援主体が連携

した防災訓練

の実施 

（８団体（累計）

と連携） 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

被災者の多様なニーズに対し、抜け・漏れ・落ちのない支援を行うため、み

え災害ボランティア支援センターがコーディネートを行い、ＮＰＯ・災害ボラ

ンティア、企業、士業、大学等の多様な支援主体の協働による被災者支援が行

われる体制が整っています。 
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施策５－１ 命を守るための意識の醸成 

 

 

   

 

【現状と課題】 

〇 県では、平成 26 年度に県と三重大学が共同で設置した「三重県・三重大学

みえ防災・減災センター」と連携して、毎年度、風水害対策や地震・津波対策

に関するシンポジウムの開催により、県民の防災意識の向上を図っており、地

震体験車の派遣や防災技術指導員による防災講話、「防災みえ.jp」ホームペー

ジ等を活用して防災啓発を行っています。 

〇 さらに、国民保護事案に関する啓発として、弾道ミサイル落下時に取るべき

行動や避難施設の情報の県ホームページへの掲載等、県民の理解促進に取り

組んでいます。 

〇 しかしながら、令和４年度の「防災に関する県民意識調査」によると、平成

23 年の東日本大震災や、同年の紀伊半島大水害で抱いた危機意識が薄れつつ

あると答えた人の割合が、大震災では約５割、大水害では約３割を占めている

ほか、令和元年５月から運用が始まった南海トラフ地震臨時情報（以下「臨時

情報」という）の発表時における事前避難に関する認知度も、約５割という低

い状況にあるなど、県民の間で自らの命を守るための防災意識の低下傾向が

見られることから、今後はより一層、さまざまな手法により啓発活動に取り組

み、災害から県民の命を守るために必要な防災意識の向上を図る必要があり

ます。 

〇 また、県内では耐震基準を満たさない住宅は徐々に減少していますが、南海

トラフ地震の発生が危惧されている中、命を守るために住宅の耐震化は非常

に重要であることから、耐震化の必要性等の普及啓発について、今後も継続的

に取り組むことが必要です。 

 

【特に注力する取組】 

〇 防災意識の向上 

・ 市町が開催する大規模イベントやショッピングモール等の集客施設など

で地震体験車などを活用した防災啓発イベントを実施し、住宅の耐震化や臨

時情報発表時の事前避難など、個別に実施していた啓発を総合的に実施する

ことで啓発効果の増大を図るとともに、これまでの取組では啓発の機会がな

かった方々など、より多くの県民に災害に備えることの大切さを認識してい

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 県民の防災意識が向上し、県民一人ひとりが大規模災害等から命を守るた

めに必要な取組を実践しています。  

取組方向５ 命を守るための意識の醸成と地域の防災活
動の活性化 
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ただく機会を創出します。 

・ 従来の防災啓発を継続・強化するとともに、過去に県内で大きな被害をも

たらした災害について、発生から数十年等の節目にあたる年に集中してシン

ポジウムやメディアを活用した情報発信を行うことで、多くの県民の防災へ

の関心を高めます。 

・ 国民保護に関する情報の発信や、各種媒体を活用した広報に加え、弾道ミ

サイルを想定した住民避難訓練（避難行動訓練）等を通じて、子どもたちを

含め、広く県民の国民保護に関する理解促進に取り組みます。 

○ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

臨時情報が発表された際に適切な行動をとっていただけるよう、県が実施す

る地震体験車などを活用した防災啓発イベントにおいて、臨時情報発表時の事

前避難についても啓発を実施して啓発効果の増大を図るとともに、事前避難が

必要な住民全員が避難する避難所が確保できていない市町について、広域避難

等の対応策の検討を進めます。 

   

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

５－１－１ 

防災意識の向

上 

イベントや集客

施設等での啓発 

（啓発参加者数

300 人） 

イベントや集

客施設等での

啓発 

（啓発参加者数

600 人（累計）） 

イベントや集

客施設等での

啓発 

（啓発参加者数

900 人（累計）） 

イベントや集

客施設等での

啓発 

（啓発参加者

数 1,200 人（累

計）） 

  昭 和 東 南海 地

震 80 年啓発事

業の実施 

 紀 伊 半 島大 水

害 15 年啓発事

業の実施 

弾道ミサイルを

想定した住民避

難訓練等を通じ

た啓発を実施 

（参加者数 50

人） 

弾道ミサイル

を想定した住

民避難訓練等

を通じた啓発

を実施 

（参加者数 100

人（累計）） 

弾道ミサイル

を想定した住

民避難訓練等

を通じた啓発

を実施 

（参加者数 150

人（累計）） 

弾道ミサイル

を想定した住

民避難訓練等

を通じた啓発

を実施 

（参加者数 200

人（累計）） 

５－１－２ 

南海トラフ地

震臨時情報発

表時の対応 

イベントや集客

施設等での啓発 

（啓発参加者数

300 人） 

イベントや集

客施設等での

啓発 

（啓発参加者数

600 人 （ 累

計）） 

イベントや集

客施設等での

啓発 

（啓発参加者数

900 人（累計）） 

イベントや集

客施設等での

啓発 

（啓発参加者

数 1,200 人

（累計）） 
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施策５－２ 防災教育の推進 

 

 

   

 

 

 

【現状と課題】 

〇 南海トラフ地震や津波、年々勢力を増す台風、集中豪雨など、「必ず起こる」

大規模災害から子どもたちの命を守るため、防災ノートを活用した防災学習、

防災タウンウォッチング等の体験型学習や学校と家庭・地域が連携した避難

訓練等の実施、教職員の防災教育の指導力向上などを通して、子どもたちが自

分の命を守ることに加えて、発達段階に応じて地域の一員として行動できる

力の育成に取り組んできました。 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、体験型学習が実施しにくい状況

があったことから、1 人 1 台学習端末を活用して被災状況を体験できるよう、

これまでの取組に加え、デジタルコンテンツを活用した防災学習の充実を図

りました。引き続き、防災ノートやデジタルコンテンツを活用した防災学習を

推進するとともに、学校と家庭・地域が連携した防災学習や避難訓練等の実施

を一層推進していく必要があります。 

  

【特に注力する取組】 

○ 防災ノートやデジタルコンテンツを活用した防災学習の推進 

子どもたちが災害発生時に適切な判断・行動ができる力を身につけ、学んだ

内容を家庭でも共有できるよう、１人１台学習端末を活用した防災学習や、「教

室」・「通学路」などで地震が発生した状況を体験できる動画を使ったモデル授

業や指導方法の研修などを実施し、防災ノートとデジタルコンテンツを効果的

に組み合わせた防災学習を推進します。 

○ 学校・家庭・地域が連携した防災教育の推進 

・ 災害発生時、学校と家庭・地域が連携して、子どもたちの安全を確保する

ことに加え、子どもたちが地域の支援者として行動できるよう、県が派遣す

る学校防災アドバイザーやみえ防災・減災センターの防災人材を活用し、学

校と家庭・地域が連携した体験型学習や避難訓練等の防災教育を推進します。    

・ 災害時学校支援チームの強化など、教職員の災害対応力を高めることで、

災害時における、地域の避難所としての学校運営や、学校教育の早期復旧に

つなげます。   

  

   

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 防災教育を通じて、子どもたちが、地震や津波、風水害などの自然災害に

対して、自分の命は自分で守るとともに、災害時には地域の一員として行動

できる力を身につけています。また、平常時から学校と家庭・地域が連携し

て防災対策に取り組んでいます。 
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取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

５－２－１ 

防災ノートや

デジタルコン

テンツを活用

した防災学習

の推進 

モデル授業の

紹介等により、

防災ノートと

防災教育用デ

ジタルコンテ

ンツを組み合

わせた防災学

習の実施 

（全ての公立学

校で実施） 

モデル授業の

紹介等により、

防災ノートと

防災教育用デ

ジタルコンテ

ンツを組み合

わせた防災学

習の実施 

（全ての公立学

校で実施） 

モデル授業の

紹介等により、

防災ノートと

防災教育用デ

ジタルコンテ

ンツを組み合

わせた防災学

習の実施 

（全ての公立学

校で実施） 

モデル授業の

紹介等により、

防災ノートと

防災教育用デ

ジタルコンテ

ンツを組み合

わせた防災学

習の実施 

（全ての公立学

校で実施） 

５－２－２ 

学校・家庭・地

域が連携した

防災教育の推

進 

防災アドバイ

ザーの派遣等

により、学校・

家庭・地域が連

携した体験型

防災学習や避

難訓練等を推

進 

（全ての公立学

校で実施） 

防災アドバイ

ザーの派遣等

により、学校・

家庭・地域が連

携した体験型

防災学習や避

難訓練等を推

進 

（全ての公立学

校で実施） 

防災アドバイ

ザーの派遣等

により、学校・

家庭・地域が連

携した体験型

防災学習や避

難訓練等を推

進 

（全ての公立学

校で実施） 

防災アドバイ

ザーの派遣等

により、学校・

家庭・地域が連

携した体験型

防災学習や避

難訓練等を推

進 

（全ての公立学

校で実施） 
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施策５－３ 地域の防災人材の育成 

 

 

   

 

 

【現状と課題】 

〇 県では、「三重県・三重大学みえ防災・減災センター」において、地域で活

躍する「みえ防災コーディネーター」や、若年層にアプローチし他の若者を巻

き込んで地域の防災活動に参加する「みえ学生防災啓発サポーター」など、地

域の防災人材の育成を進めています。また、自主防災組織の中核を担う人材の

資質向上を図るための研修や、活発な活動を行っている自主防災組織等の先

進事例を学ぶ交流会の開催等により、自主防災組織の活動の活性化を図って

います。 

〇 全国的に減少が著しい消防団員の減少を食い止めるため、本県では令和２

年度から３か年、「消防団充実強化促進事業」として、市町における機能別団

員制度の導入や女性消防団員の確保を促進し、機能別団員制度を導入した市

町や女性消防団員の増加等、一定の成果が上がっていますが、消防団員総数と

しては減少が続いており、「令和４年度防災に関する県民意識調査」では、「消

防団活動に参加していない」と回答した人の半数以上が、「消防団の存在や活

動内容を知らない」と回答しています。 

また、近年、消防団員の就業形態が大きく変化し、被用者率が７割を超えて

いることをふまえると、消防団の活性化のためには企業等の理解・協力も不可

欠となっています。 

〇 地域住民の安心・安全を確保するため、引き続き、地域の防災活動をリード

する防災人材の育成を進めるとともに、特に、地域防災力の中核を担う消防団

の役割や、その活動に対する県民や企業等の理解をより一層促進し、自主防災

組織や消防団等、地域防災の担い手の確保と活性化を通じて、災害に強い地域

づくりを進めていく必要があります。 

 

【特に注力する取組】 

〇 地域の防災人材と自主防災組織の連携による地域防災活動の活性化 

・ 「みえ防災コーディネーター」や「みえ学生防災啓発サポーター」等の防

災人材の育成や自主防災組織の中核を担う人材の資質向上を図ります。 

・ 地域の防災人材と自主防災組織とが交流する機会を創出し、連携を促進す

ることにより、自主防災組織を中心とした地域の防災活動の活性化を図ると

ともに、地域防災の担い手の確保につなげます。 

 

めざす姿（令和８年度末に到達すべき目標） 

 若者をはじめとする防災人材の育成により、自主防災組織や消防団などの

地域防災の担い手が確保され、各主体が相互に補完することで地域の防災活

動が活性化し、災害に強い地域づくりが進んでいます。 
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〇 消防団員の確保 

・ 新たに設置した全庁的な検討会を活用しながら、市町や三重県消防協会と

連携し、例年２月に実施している「消防団入団促進キャンペーン」に加え、

ショッピングモール等の集客施設などで、地域の安心・安全を守るための重

要な役割を担っている消防団の役割を知ってもらう機会を創出します。 

 企業等の協力を促すための新たな施策にも取り組むことで、被用者が消防

団活動に参加しやすい環境の整備に努めるなど、消防団活動に対する地域社

会の理解の促進を図ります。 

・ 幅広い住民の消防団への入団を促進するため、引き続き、市町における女

性・学生の入団や機能別団員制度の導入を促進するとともに、消防団員の定

数充足率が市町によって偏りがあることから、市町や三重県消防協会から実

情を丁寧に聴き取り、県施策に反映させていきます。 

あわせて、国・その他関係機関の支援の活用促進に一層積極的に取り組む

など、市町が実施する消防団入団促進の取組を支援します。 

 

取組項目 
年度ごとのアクション 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

５－３－１ 

地域の防災人

材と自主防災

組織の連携に

よる地域防災

活動の活性化 

地域の防災人材

と自主防災組織

とが交流する機

会の創出 

（３回） 

地域の防災人

材と自主防災

組織とが交流

する機会の創

出 

（６回（累計））                                                      

地域の防災人

材と自主防災

組織とが交流

する機会の創

出 

（９回（累計）） 

地域の防災人材

と自主防災組織

とが交流する機

会の創出 

（12 回（累計）） 

５－３－２ 

消防団員の確

保 

県による消防団

員確保のための

新たな入団促進

策の導入 

（２件） 

県による消防

団員確保のた

めの新たな入

団促進策の導

入 

（４件（累計）） 

県による消防

団員確保のた

めの新たな入

団促進策の導

入 

（６件（累計）） 

県による消防団

員確保のための

新たな入団促進

策の導入 

（８件（累計）） 

市町や三重県消

防協会に対す

る、ニーズに基

づく新たな支援

策の実施 

（１件） 

市町や三重県

消防協会に対

する、ニーズに

基づく新たな

支援策の実施 

（２件（累計）） 

市町や三重県

消防協会に対

する、ニーズに

基づく新たな

支援策の実施 

（３件（累計）） 

市町や三重県消

防協会に対す

る、ニーズに基

づく新たな支援

策の実施 

（４件（累計）） 

 

 

 

 


